
                       

 

                                                         平成 27年 3月 13日                                                              

国 土 交 通 省 

 

 

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する 

法律案について 

 

 

１．背景 

 自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するととも

に、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、

車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等についての措置を講じる必要

がある。 

 

２．概要 

（１）車両単位での新たな相互承認制度の創設 

     国連の車両等の型式認定相互承認協定（1958年協定）の改正に対応し、我が国自動車産

業の国際競争力の確保を図るため、車両単位での相互承認を可能とする制度を導入する。 

（２）図柄入りナンバープレートの実施のための新たな交換制度の創設 

     東京五輪特別仕様ナンバープレート等の図柄入りナンバープレートを導入するため、自

動車の使用者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とするための制度を創設

する。 

（３）リコールに係る装置メーカーへの対策強化 

     より迅速かつ確実なリコールの実施を実現するため、リコールの実施に必要な報告徴

収・立入検査の対象に装置メーカーを追加する。 

（４）自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所の統合 

     新技術の導入や不具合発見等への迅速かつ確実な対応を実現するため、二法人を統合し、

独立行政法人自動車技術総合機構を設立する。 

 

３．閣議決定日 

 平成 27年 3月 13日（金） 

 

 

問い合わせ先 

国土交通省自動車局技術政策課  高井、野中、水野 

連絡先 03-5253-8111（内線 42-196、42-197、42-199） 

 

 


